
1 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 豚コレラ対策について 
 

 

１ 野生イノシシへの経口ワクチン散布について 

野生イノシシによる豚コレラのまん延防止のため、9月30日以降、イノシシ用の    

経口ワクチンを、県内を南北に縦断する形でベルト状に散布する「ワクチンベルト」の構

築に取り組んでいる。 

今般、群馬県及び埼玉県において野生イノシシの感染が確認されたことを受け、新たに 

佐久地域を追加することとし、経口ワクチンを散布する。 

（１）「ワクチンベルト」における経口ワクチンの散布状況（10月30日現在） 

県内26市町村、1,116か所、22,320個散布済み（進捗率62％） 

（２）新たな散布地域等 

  ア 散布地域（別添「イノシシ対策図」参照） 

佐久地域（佐久市、佐久穂町、川上村、南相木村、北相木村、軽井沢町） 

イ 散布箇所・個数 

110 か所・2,200 個 

ウ 散布時期 

    令和元年 11月 5 日（火）から 1 週間程度 

エ 散布体制 

 県及び市町村、地域猟友会等職員の協力により実施 
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２ 飼養豚に対する豚コレラワクチン接種について 

 

「豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針」（農林水産大臣公表）の一部変更（令和元年

10月 15日付け）により、都道府県知事による家畜伝染病予防法第６条に基づく予防的ワクチ

ン接種命令の実施が認められ、本県のワクチン接種プログラムについて、10月 21日付けで国

の確認が完了したことから、同日中に県知事が飼養豚への豚コレラワクチンの予防注射を実施

する命令を発した。現在ワクチンを接種中。 

 

（１） 対象家畜 ：県内で飼養されている豚及びイノシシ 

 

（２） 対象地域 ：県内全域 

 

（３） 接種期間 ：初回接種は 10月 26日（土）から概ね８日間で実施する予定 

 

（４） 対象農場数：86農場 

 

（５） 接種頭数 ：約 72,000頭（初回接種分） 

         10月 30日現在 50農場 38,000頭接種済 

 

（６） そ の 他 ：初回の接種については農家負担が生じないよう接種手数料を全額免除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
佐久地域における 

経口ワクチン散布予定か所 
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